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松山市の人口の推移と長期的な見通し

松山市の現状 転換期にある「まちづくり」1
減少傾向に転じる人口

・右肩上がりに増加してきた松山市の人口は、2010年の51.7万人をピークに、人口減少が始まっている。年齢3区分別に見
ると0～14歳、15～64歳人口が一貫して減少する一方、65歳以上人口は2040年頃まで増加し、その後減少していく。
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【図表1】 松山市の人口の推移と長期的な見通し（参考）

（千人）

（注）2000年以前は、旧北条市、旧中島町の人口を含む
資料：2010年までは総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計手法に準拠し、松山市において機械的に期間を延長したもの

（48.7％）

（42.6％）
（8.6％）

（64.5％）

（22.1％）

（13.4％）



人口集中地区の変遷

松山市の現状 転換期にある「まちづくり」1
拡大する市街地
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※人口集中地区
市区町村の人口密度の高い調査区（人口密度が1k
㎡当たり約4,000人以上）が隣接している地域のう
ち、人口5,000人以上を有し、人口密度が1k㎡当
たり4,000人以上となる地域。

【人口集中地区の変遷】

資料：国土数値情報（国土交通省国土政策局国土情報課）
[原典：我が国の人口集中地区（総務省統計局）]
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厳しい財政事情のもと市民サービスの低下が懸念される。
○人口密度と一人あたりの行政コスト（行政経費）との間には一定の関係。
⇒今後、財政状況がさらに厳しさを増すと見込まれる中、持続的な都市経営を
維持するためには、人口密度を高め、行政の効率化を図ることが不可欠

人口密度と行政コストの関係２
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なぜコンパクトシティなのか？３

6出典：国土交通省ＨＰ
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都市再生特別措置法の一部を改正する法律の概要４

出典：国土交通省ＨＰ
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立地適正化計画のイメージ

立地適正化計画４
都市計画区域

＝立地適正化計画区域

○都市全体を見渡して・・・

市街化区域等

居住誘導区域

都市機能誘導区域
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コンパクトシティをめぐる課題

立地適正化計画４

一極集中
市町村内の、最も主要な拠点（大きなターミナル
駅周辺等）１カ所に、全てを集約させる

多極型
中心的な拠点だけではなく、旧町村の役場周
辺などの生活拠点も含めた、多極ネットワーク
型のコンパクト化を目指す

コンパクトなまちづくりをめぐる誤解

全ての人口の集約
全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集約させ
ることを目指す

強制的な集約
居住者や住宅を強制的に短期間で移転させる

全ての人口の集約を
図るものではない

たとえば農業等の従事者が農村部に居住する
ことは当然。
（集約で一定エリアの人口密度を維持）

誘導による集約
インセンティブを講じながら、時間をかけながら
居住の集約化を推進

出典：改正都市再生特別措置法説明資料（国土交通省都市計画課）



改正地域公共交通活性化再生法（平成２６年５月成立）の概要

地域公共交通網形成計画５

10出典：国土交通省ＨＰ
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市街地の拡散及び都市機能の流出

中心市街地の活力低下

現 状

厳しさを増す財政状況

高齢世帯一人暮らし高齢者の増加

ライフスタイルの変化や多様化

災害リスクの増大

地球温暖化(Co2)

自然環境や都市の個性喪失

市民参加意欲の高まり

課 題

都心部の機能強化

多様な生活ニーズへの対応

自然環境や地球環境の保全

地域資源の保全・活用による
地域づくり

少子高齢化社会の到来
今までと異なるまちづくりを考える必要

現状と課題

松山市都市計画マスタープラン６
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まちづくりの方向転換

松山市都市計画マスタープラン６
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目指すべきまちの姿

松山市都市計画マスタープラン６

歩行環境の充実
交通結節点機能の充実と、
公共交通の利用促進 駅周辺の生活支援

機能や環境の充実

バスサービスの充
実と利用促進

生活拠点周辺など
における定住環境

の充実

日常的な生活支
援機能・定住環境

の充実

地域の主要駅の周辺や、地域と地域を結ぶ沿道を、地域の生活の拠点
となるエリアとして位置づけたもの

地域生活拠点
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松山市立地適正化及び交通網形成検討協議会
（市長・学識経験者・行政機関・公共交通事業者・関係団体等）
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都市・交通計画課
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「人が集い笑顔広がる幸せ実感都市まつやま」の
実現に向けて、「歩いて暮らせるまちづくり」や「中
心市街地の活性化」など、本市のまちづくりを具現
化するために、「松山市立地適正化計画」及び「松
山市地域公共交通網形成計画」を活用。

松山市立地適正化計画

集約型都市の形成を目指すための土地利用計画

松山市地域公共交通網形成計画

集約型都市の形成を支える公共交通網計画
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協議会の役割と位置付け（案）

検討体制（案）７

14

松山市議会

計
画
案
の
提
案
・
意
見
等

意
見

説
明

市 民



15

協議会と検討部会の構成員（案）

検討体制（案）７

立地適正化検討部会
（都市機能誘導区域、
居住誘導区域の設定等）

部会長
朝倉康夫（東工大教授）

部会員
松村暢彦愛媛大学教授
四国地方整備局建政部
松山河川国道事務所計画課
四国運輸局愛媛運輸支局
中予地方局建設企画課
ＪＲ四国
伊予鉄道
松山商工会議所
松山宅建協会
松山市医師会
松山市社会福祉協議会
松山観光コンベンション協会
道後温泉誇れるまちづくり推進協議会

まちづくり松山

松山市立地適正化及び交通網形成検討協議会

会長：市長 委員：学識経験者、松山河川国道事務所、愛媛運輸支局、愛媛県企画振興部、中予地方局建設部、愛媛県警察本部、ＪＲ四国、
伊予鉄道、中島汽船、松山商工会議所、愛媛県バス協会、松山市タクシー協会、愛媛県トラック協会、松山宅建協会、
松山市医師会、松山市社会福祉協議会、松山市高齢クラブ連合会、松山市障害者団体連絡協議会、子育てネットワークえひめ

鉄軌道検討部会
（シームレス化等）

部会長
吉井稔雄（愛媛大学教授）

部会員
羽鳥 剛史愛媛大学准教授
松山河川国道事務所計画課
四国運輸局愛媛運輸支局
愛媛県交通対策課
中予地方局建設企画課
愛媛県警交通規制課
松山東署交通第一課
伊予鉄道
愛媛県バス協会
松山市タクシー協会

自転車検討部会
（自転車共同利用システム）

部会長
倉内慎也（愛媛大学准教授）

部会員
井口梓愛媛大学准教授
松山河川国道事務所計画課
四国運輸局愛媛運輸支局
愛媛県自転車新文化推進室
中予地方局建設企画課
愛媛県警交通規制課
松山東署
ＪＲ四国
伊予鉄道
愛媛県バス協会
松山市タクシー協会
道後温泉誇れるまちづくり推進協議会

まちづくり松山

公共交通利用促進検討部会
（バス路線再編等）

部会長
溝上章志（熊本大学教授）

部会員
松村暢彦愛媛大学教授
松山河川国道事務所計画課
四国運輸局愛媛運輸支局
愛媛県交通対策課
中予地方局建設企画課
愛媛県警交通規制課
ＪＲ四国バス
伊予鉄道
中島汽船
愛媛県バス協会

松山市タクシー協会
愛媛県交通運輸産業労働組合協議会



各部会

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

協議会

第1回（7月17日）
協議会設置

第２回
平成28年2月予定

アンケート調査
交通実態調査
企業ヒアリング等
現状分析
将来見通しに関する分析等

調査結果の分析
各種施策の検討等

第３回

第４回

平成３１年
度以降 各種事業の実施

計画の公表

調査等（予定）

第５回

第６回

第７回

第８回

３回程
度開催
予定

３回程
度開催
予定

３回程
度開催
予定

・協議会の目的と設置の背景
・協議会と各部会の位置付
・現状や課題、まちづくり方針の共有化

・都市機能誘導区域案の検討
・居住誘導区域素案の検討
・鉄軌道系交通網の構想案検討
・バス路線再編案検討
・自転車共同利用システム案作成

３回程
度開催
予定

地元説明会

パブリックコメント

都市計画審議会

・まちづくり方針の検討
・交通に関する基本的な方針の検討

・都市機能誘導区域の設定
・居住誘導区域案の検討
・各種施策の検討

・基本的な方針の決定
・各種施策の検討

・計画の達成状況の評価方法検討
・居住誘導区域案の作成

地元説明会

パブリックコメント

都市計画審議会

・居住誘導区域の設定
・松山市立地適正化計画（案）策定
・松山市地域公共交通網形成計画（案）策定

目標値の設定
計画の達成状況の評価方法

協議会の流れと今後の予定（案）

検討体制（案）７
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